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   ベンチャー創出と知財 

  

 昨年5月に、地域共同研究開発センター長に就任し、1年

弱が過ぎました。民間企業との共同研究は長く続けてきま

したが、このような立場になるとは考えたことが無かったせ

いか、戸惑いの多い1年間でした。産学公連携・創業支援

機構の皆様の助けにより、ようやくセンター長としての仕

事にも慣れてきました。 

  

 昨年6月に、私どもの研究プロジェクト、「ケミカルイノベーションを目指し

た新薬のin silico 合成経路開発」が、科学技術振興機構（JST）の「平成

19年度大学発ベンチャー創出推進」事業に採択されました。このプロジェ

クトは、私が専門としている量子化学とそれを応用したコンピュータ上（in 

silico）で化合物の新規合成経路を開発する研究成果を用いて、私の研究

室の博士後期課程3年の山口君と共同してベンチャービジネス（VB）を立

ち上げるものです。9月には研究員を二人雇用して、現在プロジェクトの核

となる「遷移状態データベース（TSDB）」の構築を重点的に行っています。

応募に先立ち、1月にはJSTで実施された新技術説明会で、その内容を

発表しました。この発表会の参加は、特許を出願していることが条件でし

たので、プロジェクトを進めるのに必要な内容の一部をまとめ、「合成経路

開発装置」の名前で特許出願しました。ベンチャー企業創出を考えるまで

は、私が行っている理論計算を用いた研究はプログラムや専門書のよう

な著作権に関係するものはともかく、特許に結びつくなどはとほとんど考

えていませんでした。そのため、研究を進める上で得られたアイデェアは

例外なく論文や学会で発表を行ってきましたし、それが義務であると考え

てきました。そのため、特許をとることとこれまでのスタンスが両立すると

いうことを理解し、これまでの発想を転換することは、少し困難な作業でし

た。その過程で、研究を通して行う「知的活動」を「特許」として権利化する

ことも、場合によっては必要であることを理解するようになりました。また、

VBを成功させるためには、新たな特許を創りだす必要があり、また成立し

た後の有効利用を考える必要があるとも思っています。 

 

                  地域共同研究開発センター長 堀 憲次 
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山口大学知的財産本部のシンボルマークです! 

 

  新刊書紹介 

 この度、埼玉医科大学の岡崎康司

氏と政策研究大学院大学の隅蔵康一

氏の編集で、「理系なら知っておきた

い ラボノートの書き方」が、羊土社よ

り発刊されました。山口大学からも推

薦、ご紹介させて頂きます。 

 この本では、推奨ラボノートとして、

山口大学とコクヨＳ＆Ｔが共同開発し

て 大好評、発売中の研究 ノ ー ト

「RESEARCH LAB NOTEBOOK(リサー

チラボノート)」が紹介されています。 

   

   編集：岡崎康司、隅蔵康一 

   発行：羊土社 

   定価：本体２，５００円＋税 

すべての研究者に読まれて

然るべき１冊！ 

なぜ書く？どう書く？が、実

例とポイントで一目瞭然！   
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去る、2007年9月12日から14日までの3日間、東京有楽町にある東京国際フォーラムにお

いて「イノベーション・ジャパン2007－大学見本市」（主催：（独）科学技術振興機構（JST）、

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、共催：文部科学省、経済産業省、内

閣府、日経BP社）が開催されました。イノベーション・ジャパンは大学の最先端技術シーズと

産業界のマッチングをはかる国内最大規模の産学連携イベントです。本年度は展示会、新

技術説明会、その他セミナー、プレスを合わせた全期間の来場者数が約4万4千人で、

昨年を5千人程度上回りました。この数字から、各企業が産学連携への関心を一層高

めていることがわかります。 

大学シーズの企業とのマッチングはイノベーションの実現に向けた第1歩であり、山口大

学もこの機会を毎年活用し、産学連携の推進に役立てています。山口大学からは今年、山

口TLOブースと合わせて以下の5件の技術シーズを出展しました。さらに、知財本部から

は、知的財産権の保護の観点から評価が高いラボノートの次世代版、電子版ラボノートの

プロトタイプを、共同開発先のコクヨと日本初で公開し、大きな反響がありました。 

大学シーズ5件の訪問者数を合わせると約900名にのぼり、その中でより具体的な技術説

明を受けていただいた方は合計300名以上でした。一方、知財本部ブースでは、約300名の

来場者に、コクヨの協力でラボノート（リサーチラボノート）の無償配布も行い、知財文化の

普及・啓蒙に努めました。 

展示と合わせて行われた技術シーズの発表会「新技術説明会」には、どれも会場の定員

を超える参加者があり山口大学出展技術への注目度の高さがうかがえます。既にいく

つかの企業からは研究室訪問の依頼を受けています。現在、産学公連携・創業支援

機構と山口TLOでは、これらの企業を中心に共同研究や技術移転へ向けた積極的な

活動を行っています。                         （産学公連携・創業支援機構） 

【山口大学が出展の技術シーズ５件】 

・バイオ・アグリ 「染色体工学手法を用いた高性能ヘルス野菜の開発」            農学部准教授 執行正義 

・ナノテク・材料 「芳香族炭化水素系高分子電解質膜の開発と燃料電池への応用」      工学部特命教授 岡本健一 

・ナノテク・材料 「導電性ダイヤモンドをベースとする新しい電気化学アプリケーションのための炭素系薄膜材料」 

                                                         理学部准教授 本多謙介 

・TLO 「機械的稼動部分のない流体アクチュエータ」                          工学部教授 小河原加久治 

・TLO 「光治療器」                                               大学教育機構教授 平野均 

発明と「私」 

 「大学が権利を占有するなんてとんでもないことだ！」これは、１５年前に大学の出身研究室に助手

として戻った私が、教授から聞いた言葉です。当時、国立大学の教官の多くは、同じような考えでし

た。ところが、状況が大きく変化しているのはご存知のとおりです。私が最初に特許を意識したのは、

学位取得後に就職した民間の研究所でのことでした。職場で回覧される公報を次へと渡し、いくつか

の明細書の実施例を書きました。特許に対する教育をほとんど受けていなかったので、今から考える

と研究成果は「発明」には、まだ程遠いものでした。 

 「発明」に対する意識が大きく変わったのは、現代ＧＰ「理工系学生向け実戦的知的財産教育」および知的財産権

論の講義を担当し始めた平成１７年で、それまでの研究で重視してきた新規性・進歩性に加えて、産業上の利用を強

く意識するようになりました。（有）山口ティー･エル・オーに執行役員として加えていただいた今は、発明の活用や目

利きに関する修行を行っています。これらの活動を通じて、私自身の研究成果も、少しずつ「発明」に近づいてきたと

思います。結局、日常的な研究活動に加えて、啓蒙活動や知財教育で特許等に触れることによって単なる研究成果

は「発明」へと研かれるのだと思います。ところで、特許公報等は権利書であるばかりでなく、重要な技術文献です。

これに関心を示さない人がいますが、それでいいのですか？ 

                     大学院理工学研究科 物質工学系学域 精密化学分野 准教授 山本 豪紀  
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山口大学の研究成果ブースでの様子 

 山口ＴＬＯブースでの様子 

 山口大学知財本部ブースでの様子 

「イノベーション・ジャパン2007」に参加 
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特許マップ作成講習会を開催 

 知的財産本部の主催で、「特許マップ作成講習会」が、1月7,8日に常盤キャンパスで開催され

ました。産業技術総合研究所の栗原健一氏を講師に招き、特許基礎知識、特許情報検索、特許

マップ作成についての講義と併せて、パソコンを使っての実習が行われました。 

本講習会は、平成17年度から引き続いて開講していますが，「特許マップ作成インストラクター養

成」のための講座も兼ねたものであり、講習会では、多くの実習を交えて丁寧に非常にわかりや

すく説明され、約20名の教職員、学生は質問を活発に行い熱心に受講しました。本研修会のアン

ケート結果によれば、今回の研修会は、初心者にとってわかりやすい内容で非常に有意義な講習

会であったと好評でありました。 

 なお、本講習会は、3月5,6日には、吉田キャンパスでも開催する予定です。 

インストラクター制度の効果は、①学生インストラクターが特許出願のための資料・データ等の整

理や特許マップの作成等をすることによる多忙な大学教員への支援、②知財啓蒙や知財教育に

よる若手人材・学生の育成、③知財教育を重視する企業等への社会貢献及び就職活動への大き

な期待、④出願時の弁理士費用低廉化による法人運営費の大幅節減にもつながるものです。 

今後、就職活動や大学運営のためにも本制度を大いに活用いただきたいと思います。 

                                                    （知的財産本部） 

佐田知財本部長の挨拶 

栗原講師による講義 

 大学関係者に知ってほしい知的財産権の話③ （4回にわたり連載） 

【予定内容】  

 １．はじめに 

 ２．特許は知識より意識が大切 

 ３．知的財産と知的財産権 

 ４．知的財産権の種類 

 ５．特許制度を運用する国の考え方 

 ６．物の発明、方法の発明 

 ７．発明が特許となる条件 

 ８．技術力だけではない特許性の判断 

 ９．進歩性とはこんな考え方 

 10．進歩性判断の三大要素 

 11．特許は引き算 

 12．特許に欠かせない特許情報の調査 

７．発明が特許となる条件 

発明が特許として成立するためには、いくつかの条件をクリアする必

要がある。その条件とは、「技術に関する創意工夫」であり更に、「新

規性」や「進歩性」を有することである。 

また、「真の発明者」からの出願であることも必要だ。本来の発明者で

ない者が特許出願をし、それが判れば特許は全て取り消しとなる。近

年、真の発明者を巡っての争いが多くなっている。大学内では、論文

共著的に考えるのか、発明者に対する考え方が少し甘いのが気にな

るところである。 

これらの条件を全てクリア出来なければ特許取得の道は閉ざされてし

まう。 

 

８．技術力だけではない特許性の判断 

(1) 発想力や有用性も重要なポイント 

特許制度の目的は、前述したように発明を種とした産業の発達（技術

の発展だけではない）であり、経営に利用できる現場創作型の発明で

も特許取得は可能である。だから、青色発光ダイオードのように高い

技術で創られたものだけでなく、技術レベルがそれほど高くない隙間

商品、ニッチ商品であっても、発明の目的に意外性があったり、効果

が顕著であれば、進歩性が認められ、特許の対象となる。特許性はな

にも技術力の高さだけで判断されるものではない。つまり、技術思想

の発想力や効果（産業上の有用性）の有無も特許性を判断するポイン

トとなっている。 

(2) 従来技術の組み合わせでも特許となる 

創造した技術の効果が大きいことを評価されて特許が取得できた有名

な例が、スウェーデンのアルフレッド・ノーベルによるダイナマイトの発

明だ。これは、ニトログリセリンを多数の小さな穴を持つ珪藻土に沁み

こませたものである。 

ニトログリセリンはイタリアの科学者が発明したものだが、液体のまま

では取扱いが難しく爆発事故が頻発していた。ノーベルはこの取扱い

を容易にして事故を防いだ。 

彼の発明は何かといえば、ニトログリセリンと珪藻土の組み合わせだ

けである。ダイナマイトは彼が発明の全部を作ったのではない。 

では何故、既存の技術や物を組み合わせだけで特許になったのだろう

か。それは、技術力の問題よりも組み合わせによる効果、つまり産業

上の有用性の大きさが評価されたからである。 

 

９．進歩性とはこんな考え方 

特許審査ではその発明に進歩性があるかどうかを、出願された発明と

一番類似の公知発明から容易に思いつい

たか否かで判断する。 

以前、電気髭剃機とよく似た｢毛玉取り機｣

という商品あったが、当該商品を開発した

メーカーが発売後、次々と大手家電メー

カーが参入した。これは、特許を申請した

ものの、電気髭剃機と比較され、用途の

対象を髭から毛玉に変えただけで（単なる

転用）、容易に発明できたと見なされ、特許が取れなかったためだ。  

一方、煮物などで型崩れを防ぐために使う落とし蓋は、使う鍋のサイ

ズに合わせるために蓋が複数枚必要となる。そこで、これを１枚で済ま

せる方法はないかと考えた主婦が伸び縮みして大きさが変えられるフ

リーサイズのステンレス製の落し蓋を考えついた。 

この仕掛けは、二等辺三角形の複数のステン

レス板を中心軸のボルトをゆるく止め、長孔内

でスライドさせることにより外へ引っ張れば広

がって大きくなり、中心へ押し込むと小さくなる。

ステンレス製の落とし蓋の公知発明はあった

が、大きさが変えられるという技術思想は十分

な効果がうかがえ、公知発明から飛躍したもの

として進歩性が認められて特許が成立した。 

この発明は、主婦がステンレスメーカーに卸値の３％で実施許諾し、

既に600万枚を売り上げたヒット商品となったと言われている。 

この進歩性の考え方は、特許成立の要件として最も大切であるので、

次の項で少し詳しく説明する。 

 

― 次頁④に続く ―         知的財産本部長 佐田 洋一郎  
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知的財産本部はあなたの発明を守る支援隊です 

編集局長 佐田 洋一郎        企画・監修・編集長 加納 好昭        構成・編集 長久 さよ子 

発行所・お問い合わせ                    山口大学 産学公連携・創業支援機構 知的財産本部 

                   〒755-8611    山口県宇部市常盤台2-16-1  TEL  (0836) 85-9966    FAX  (0836) 85-9967 

                    E-mail chizai@yamaguchi-u.ac.jp     ホームページ  http://www.chizai.yamaguchi-u.ac.jp 
○R  

【予定内容】  

 １．はじめに 

 ２．特許は知識より意識が大切 

 ３．知的財産と知的財産権 

 ４．知的財産権の種類 

 ５．特許制度を運用する国の考え方 

 ６．物の発明、方法の発明 

 ７．発明が特許となる条件 

 ８．技術力だけではない特許性の判断 

 ９．進歩性とはこんな考え方 

 10．進歩性判断の三大要素 

 11．特許は引き算 

 12．特許に欠かせない特許情報の調査 

１０．進歩性判断の三大要素 

(1) 三大要素とは 

発明は、発明者がまず発明する｢目的｣を定めて、次に目的を達成す

るために技術や手段の｢構成｣を決定し、実際に発明の｢効果｣を確認

するという過程を経て成立する。 

そこで、特許審査では、特許出願された発明と類似した公知発明を、

この３つの要素ごとにそれぞれ比較して、｢目的｣に意外性があるか、

｢構成｣を実現することが難しいか、｢効果｣が顕著であるかを判断し、こ

の中の一つでも優れたものがあれば（３つ全てでなくて良い）、その発

明は公知発明から容易に思いついたものではないということで進歩性

を認められ、特許取得の可能性は大となる。 

(2) 目的の意外性 

｢目的｣の意外性がある発明の例としては｢蟯虫検査テープ｣が挙げら

れる。蟯虫は人間に寄生して、夜中に這い出して肛門周辺に卵を産み

付けるため、朝このテープをそこに押し付けるだけで卵がテープに付

く。テープは透明で、そのまま顕微鏡にかければ簡単に検査出来るた

め、今では全国の小中学校で使用されている。このアイデアをセロハ

ンテープと比較すると、透明テープに接着剤を塗ったという構成(構造)

は同じだが、その使用目的に従来にない意外性があることから、進歩

性が認められ特許として成立している。 

(3) 構成の実現困難性 

｢構成｣の実現困難性が大きい発明とは、これまで実現できなかったこ

とを種々の技術を駆使することにより、技術的課題を克服した、いわば

技術力の集大成的な発明である。ハイテク技術の青色LED、ノーベル

賞を受章した田中耕一氏のたんぱく質質量の分析に関する発明など

がこれに当たる。これはイノベーションにもつながりやすいもので、大

学で目指してほしい領域である。 

(4) 効果の顕著性 

｢効果｣の顕著な発明の事例としては、カキ殻を利用した漁礁の発明が

ある。それまでの漁礁は網篭等に小石を詰めたものであったが、小石

の代わりにカキ殻を詰めてみると、魚が面白いように集まってきた。し

かし、単に漁礁に魚が集まるという｢量的の効果｣だけでは特許として

成立しにくい。 

他に効果はないか。実は、大変大きな効果があった。一旦、陸に上げ

たカキ殻をそのまま海に戻すと、産業廃棄物法で罰せられるが、漁礁

にすると合法的に海に戻せる。つま

り、リサイクル物に変身するのであ

る。これが｢定性的異質の効果｣と

言われるものであり、この両方の効

果が合わさって、特許が成立した。 

この特許は海に面した各地方自治

体に実施許諾が行われ、いわば魚

の放牧場となっている。発明者の会

社は、従業員も創業時の２名から

20名と大きく成長している。中小企業には、この(2)、(4)の領域の特許

がお勧めである。 

 

１１．特許は引き算 

特許は自分の発明のポイントを正しく認識して請求しなければ取得で

きない。発明者は発明全体を全て自分の発明のように思いがちだが、

技術が満ち溢れた現代では、画期的に見える発明でもどこかに従来

技術や他人の公知発明が入っている。 

だから特許は引き算と同じで、完成させた発明から類似した従来技術

等を引いた残りが、その発明のポイントとなる（論文の引用文献と同じ

考えである）。残りがプラスであれば改良発明、マイナスであれば後退

発明、ゼロであれば同一発明ということになる。 

この差分である発明のポイントを特許出願の際に主張するためには、

自分の発明のポイントを明確に認識しておかねばならない。そのため

には、公知発明や従来技術をよく把握しておく必要がある。 

類似の公知発明があれば、出願する発明のポイントはかなり絞らなけ

ればならないし、逆に類似のものがなければ、ポイント（権利範囲）を

広くすることができる。開発技術の全てが自分の発明だと主張するの

では、特許は取得出来ないことが多くなる。効率的な特許取得には、

先行技術文献調査は不可欠である。 

 

１２．特許に欠かせない特許情報の調査 

強い特許を効率的に取得するためには、同じ技術分野で、以前どのよ

うな特許や技術があったかを把握しておく必要がある。そのためには、

先行技術文献調査は欠かせないことは上述した通りである。 

特に大学では、「研究論文の調査だけで事足る」と思っている研究者

は少なくない。論文には出ていなくても特許公報にはゾロゾロと出て来

た先行技術の調査結果を示すと、びっくりされる。研究テーマの選定

において、その研究目標の到達点に既に特許が存在しているとした

ら、これから取組もうとしている研究の意義は薄

れてしまうことになりかねない。 

そこで、山口大学では、研究者へ特許情報等を

提供できる体制を整備した。特許情報検索のた

めのデータベースの構築（特許庁と同じ規模）と

検索システムの開発であり、併せて検索技術者

の養成である。 

後者については、学生･教職員に特許情報検索

の講習会を受講してもらい、希望者には試験に

よりインストラクターとして認定している。そして、彼らは、研究者から

の要請により研究室に派遣され、先行技術文献調査やパテントマップ

の作成を行い、研究や特許出願の支援を行なっている。 

現在、山口大学の研究者等の支援体制として、以下の制度を設けて

いる。これらについては、適宜補充を行なっているので、山口大学の

教職員や学生であれば、誰でも応募できる。詳しくは知的財産本部に

問合せていただきたい。 

(１) 特許情報検索インストラクター 

(２) 特許マップ作成インストラクター 

(３) 特許明細書作成サポーター 

(４) 特許図面作成イラストレーター 

また、この機会に、知財についてもっと勉強した

いという方は、以下のテキストをお勧めする。 

大学と研究機関のための知財教本（山口大学

知的財産本部監修 ＥＭＥパブリッシング

(http://www.emepublishing.jp/)出版） 

 

― 終わり ―          知的財産本部長 佐田 洋一郎  

 大学関係者に知ってほしい知的財産権の話④ 
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（4回にわたり連載） 


